
「法の支配」の実現に向けて、国際仲裁・国際調停をはじめとする国
際紛争解決基盤の整備に関する取組を紹介するとともに、国家司法の
協力の視点も含めて、より一層効率的かつ適正妥当な国際紛争解決
の在り方について議論します。

■問合せ先
法務省民事局（参事官室）
TEL:03-3580-4111(代表)

「国際仲裁・国際調停の未来と司法制度」

 日程：2023年７月７日（金） ９時から１２時３０分

 会場：ホテルニューオータニ東京 （対面・オンライン併用）

 使用言語：英語（日本語同時通訳あり）

 プログラム（予定）

 裁判官、仲裁人、研究者らによる基調講演

 日本及び海外の仲裁実務家を交えたパネルディスカッション

「法の支配の実現に向けた国際仲裁・国際調停の活用・連携」

「外国での仲裁判断及び和解合意の執行における国家司法の役割・協力」

 入場登録の方法等：特設サイトにて案内中（参加無料）

（現地参加 ：６月２６日（月） 午後6時 まで登録可

オンライン参加：７月 ３日（月） 正午 まで登録可）

 後援：日本商事仲裁協会（JCAA）ほか

（日本語版） （英語版）

【特設サイト】

「司法外交」閣僚フォーラム開催記念

特別イベント


